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おくやみ 手続き☑チェックシート

「おくやみガイドブック」について

【事前予約制】おくやみ窓口でのワンストップ手続きが便利です

様 のご遺族の方へ

　この度のご不幸に際し、心よりお悔やみ申し上げますとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。
　ご遺族の方へ、亡くなられた方に関する手続きをご案内いたします。
　必要な手続きは該当する項目に☑してありますので、ご確認ください。
　手続きにお越しの際は、この用紙をご持参くださいますようお願いいたします。

マイナンバーカード 運転免許証

お手続きの際は、窓口にいらっしゃる方の本人確認書類を忘れずにお持ちください。

または など

亡くなられた方の手続きについてまとめた「おくやみガイドブック」を
死亡届の受付時に、ご遺族や葬儀業者の方にお渡ししています。

【お持ちでない場合】
市民課、尾西窓口課、木曽川総務窓口課、各出張所で配布しています。

一宮市では、ご遺族の方がご負担なく市役所内での手続きをまとめて行うことができる
「おくやみ窓口」を設置しています。
待ち時間や手続き時間を短縮することができ、大変便利です。

一宮 たろう

一宮市本町○○

一宮 まいか

予約専用ページ
（ページID:1068807）

「おくやみ窓口」は事前予約制です。

詳しくは右の二次元コード（市公式ウェブサイト、ページID1068807）から
予約専用ページへアクセスし、ご確認ください。
予約可能日／毎週火曜日・木曜日（祝休日・年末年始を除く）
受付場所 ／市民課、尾西窓口課、木曽川総務窓口課
利用対象者／死亡時に一宮市に住民登録されていた方のご遺族

※予約なしでも、各出張所や担当窓口で手続きすることも可能です。
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死亡届に関連する主な手続き ◎窓口にお越しの際は本人確認書類（表紙参照）をお持ちください。

1 住民登録・印鑑登録 などに関すること

亡くなられた方が
以下に該当する場合

2-2
□

手続きの内容 持ち物
おくやみ
ガイドブック
該当ページ

2 保険・年金 などに関すること

1-3
相続などの死亡に伴う各種手続きで、亡くなられた方の
マイナンバーの記載を求められることがありますので、
大切に保管してください。

Ｐ．５

1-4 埋火葬許可証について

2-1
□
国民健康保険に
加入していた

〇葬祭費の請求
〇資格喪失届の提出

・資格確認書等
・葬祭を行う方（喪主）の振込先が
　わかるもの
・会葬礼状または葬儀の領収書
　など喪主がわかるもの

Ｐ．６

2-4
□
年金を受給していた
年金に加入していた

一宮年金事務所（☎0586-45-1418）にお問い合わせください。
※共済年金の方は、各共済組合にお問い合わせください。

Ｐ．６

2-3
□

医療費受給者証を
持っていた
・心身障害者医療費受給者証
・障害者医療費受給者証
・子ども医療費受給者証
・母子・父子家庭等医療費受給者証
・後期高齢者福祉医療費受給者証

〇受給者証の返納
〇資格喪失届の提出

・医療費受給者証 Ｐ．６

後期高齢者医療保険に
加入していた

〇葬祭費の請求
〇資格喪失に関する
　書類の提出

・資格確認書等
・葬祭を行う方（喪主）及び相続人
　の振込先がわかるもの
・会葬礼状または葬儀の領収書
　など喪主がわかるもの

Ｐ．６

マイナンバーカード
通知カードを
持っていた

お墓に遺骨を納めるときなどに必要になります。火葬後に
ご遺族の方へお返ししますので、大切に保管してください。

1-1
□
世帯主だった
※亡くなられた方を含め
　二人世帯の場合は不要です。

〇世帯主変更の届出

・国民健康保険資格確認書等
　（加入者のみ）
・別世帯の方が手続きする
　場合は「委任状」

Ｐ．５

1-2
□
印鑑登録証を
持っていた

〇印鑑登録証の返納 ・印鑑登録証 Ｐ．５
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亡くなられた方が
以下に該当する場合

手続きの内容 持ち物
おくやみ
ガイドブック
該当ページ

3 介護保険 に関すること

介護保険に
加入していた

〇被保険者証の返納
〇資格喪失届の提出

・介護保険被保険者証 Ｐ．７

4

3-1
□

福祉 に関すること

4-1
□

障害者手帳等を
持っていた
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・自立支援医療費受給者証
・特定医療費受給者証（指定難病）

〇手帳、受給者証の返納
〇手当消滅届の提出
〇未支払手当請求

・手帳、受給者証
・相続人の振込先がわかるもの

Ｐ．７

・法定相続人の振込先がわかるもの Ｐ．７

5 児童 に関すること

4-2
□
ねたきり高齢者等
見舞金を受給していた

〇喪失届の提出

5-1
□
児童手当または児童扶養手
当を受給していた

〇児童手当認定請求書の
提出
〇未支払手当請求

・新たに請求される方の振込先が
　わかるもの
・児童の振込先がわかるもの

Ｐ．８

18歳以下の子がいる
※18歳到達年度の末日まで
※一定の障害がある場合は20歳未満

亡くなられた方の配偶者が一定の要件に該当すると、
ひとり親家庭等の手当の支給対象になる場合があります。
詳しくは子育て支援課（☎0586-28-9023）に
お問い合わせください。

Ｐ．８

6 税 に関すること

5-2
□

6-1
市民税・県民税
固定資産税の
納税義務者だった

〇相続人代表者指定届の提出 Ｐ．９

一宮市役所　　☎0586-28-8100（代表）　／　〒491-8501　一宮市本町2丁目5番6号
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Ｐ．10

Ｐ．９

7-2
土地・家屋等の
固定資産の所有者だった

土地・家屋（登記）
　名古屋法務局 一宮支局
　☎0586-71-0600

家屋（未登記）
　資産税課
　☎0586-28-8966

Ｐ．14

Ｐ．９

7-1 自動車の所有者だった

原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー
市民税課
　☎0586-28-8962

二輪の軽自動車、小型自動車
　愛知運輸支局 小牧自動車検査登録事務所
　☎050-5540-2048

三輪・四輪の軽自動車
　軽自動車協会 愛知主管事務所小牧支所
　☎050-3816-1773

普通自動車
　愛知運輸支局 小牧自動車検査登録事務所
　☎050-5540-2048

Ｐ．14

Ｐ．14

Ｐ．14

Ｐ．９

おくやみ
ガイドブック
該当ページ

・すでに手続きがお済みの場合は、行き違いとなりますのでご容赦ください。

スポーツ施設予約システムの
利用者登録をしていた

　廃棄物対策課
　☎0586-45-5374浄化槽の管理者だった7-11

7-10

7-9

医師・看護師等の免許を持っていた

Ｐ．11

Ｐ．11

・法令改正や手続きを行う機関の変更に伴い、手続きの方法や場所、連絡先、必要書類などが変更になることが
　ありますので、予めご了承ください。

※2025年4月現在の内容です。

・死亡後のすべての手続きをご案内できるものではありませんので、ご了承ください。

Ｐ．11

7-4

市営墓地を使用していた7-6

7-7
道路、法定外公共物、準用河川の
占用許可の名義人だった

7-5 市営住宅に入居していた

就学援助を受給していた

　スポーツ課
　☎0586-85-7079

　保健総務課
　☎0586-52-3852

　霊園管理事務所
　☎0586-45-9953

水道料金等の口座振替の利用者で
口座名義人だった

Ｐ．11
　学校教育課
　☎0586-85-7072

その他

亡くなられた方が
以下に該当する場合

担当

7-3
市税の口座振替の利用者で
口座名義人だった

　納税課
　☎0586-28-8970

7

Ｐ．11
　道水路管理課
　☎0586-28-8653

　市営住宅管理事務所
　☎0586-28-8649

Ｐ．10

Ｐ．10

　水道お客さまセンター
　☎0586-28-8622

7-8


